
議案 第り ８竹

ひた ちな か市 建築 基準 条例 の一 部を 改モする 条例 制定 につ いて

ひた ちな か市朧築‾跟準条例の一部 を改 工Ｅ する 条例 を別紙の とお り制 定す る。

令和 元年　 ８ＪＪ２ ９日　 提出

令和　 年　　 ナ」 目 議決

ひた ちな か市 長　 大　谷 明



ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市 朧築 ル準 条例 の一 部を 改止 する 条例

ひた ちな か市 せ築 基準 条例 （平 成１ ２年 条例 第１ ９そ ）の 一部 を次 のよ うに 改ｉＥ

する。

第２ ８気 巾「 第１ ２９ 茶の ２の ３第 １項 第１ 号ロ に掲 げる 基準 」を 「第 １１ ２茶

第２ 項に 掲げ る一 時間 準耐 火基 準」 に改 める。

第２ ９茶 第１ 号巾 「第 １１ ２茶 第１ ３項 第１ 号」 を「 第１ １２ 茶第 １８ 項第 １号」

に改 める。

第４ ７茶 巾「 第１ １２ 茶第 １３ 項第 ２号」を 「第 １１ ２茶 第１ ８項第２ 倚」 に改

める。

第４ ８茶 第１ 項リェ１ 「第 １１ ２茶 第１ ３項 第１ 号」 を「 第１ １２ 茶第 １８ 項第 １号」

に改 める。

第４ ９茶 巾「 第１ １２ 茶第 １３ 項第 １号 」を 「第 １１ ２茶 第１ ８項 第１ 倚」 に改

め， 回茶 ただ し書 中「 第１ １２ 茶第 ９項 本ぶこ」 を「 第１ １２ 茶第 １０ 項本 ‘艾」に改

める。

第５ ０茶第１ 項第 １昜巾「 第１ １２ 茶第 １３ 項第 ２倚」を 「第 １１ ２茶 第１ ８項

第２ 号」 に改 める。

第５ ３茶 の２ 巾「 第１ １２ 茶第 １４ Ｊミ戛」 を「 第１ １２ 茶第 １９ 項」 に， 「回 条第１

５項 」を 「回 茶第 ２０ 項」 に改 める。

付　則

この 条例 は， 価有 の日 から 施行する。
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参考資料

ひたちなか市嵬築基準条例新｜日対Ｈａ表 Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（自 動車車庫等のＪＩ］途に供する部分の構造）

第２ ８条　 次の 各号 のいずれかに該葹する せ染物の 一部 分を 自翳東蕉庫又 は自

加車修ミ工場のｍ途に供する場合は、葹該部分の主要構造部を，令第１ ２９
●　 －一一

条の ２の ３第 １項第１ 号口 に掲げる 基準に適合する準耐火構造 とし なければ
－一一 －ヽ－－

なら ない。

（１ ）・ （２ ）　略

（自 動車車庫等のｍ途 に供する 部分 とそ の他の部分と の［旡画）

第２ ９条　自動車車庫又は自 動車修ミエ場のｍ途に供する建染物においては，

それ らの用途に供する 部分 とその他の部分と の［旡画は， 次の各号に定めると

ころ によ らな ければな らな い。

（１ ）　 床及び壁は， 準耐火構造と し， その開口 部には， 法第 ２条第９ 号の

２口 に規定する防火鼈備で令第 １１ ２条第１ ３項第１ 号又は第 ２号に

規定する構造であ るも のを設け るこ と。

（２ ）　賂

（客席部 と舞台部 との 区画）

第４ ７粂　舞台の床亙積の合計が １０ ０平方メ ート ルを超え る興行場等は，客

席部 と舞 台部 （花道そ の他 これ に類する もの を除 く。 八下 賜じ 。） との 境界

に区画（上階の床スは屋根裏ま で達する 耐火構造の壁で［‾白浜すると とも に，

その膓口 部に缶第 ２条第９ 号の ２口 に規定する防火鼈備で令第 １１ ２条第１

３項第２ 号に規定する構造であ るも の又はこれら と回等い、上の防火性能を有
－－一一一一－－ヽ

する と認めら れる 設備 を設 けた もの に隕 る。 次項において 回じ。） を設 けな

ければな らな い。 ただ し， 次に掲げる場合は，こ の限 りでない。

（１ ）・ （２ ）　略

２　略

３　 第１ 項の規定にかかわ らず，舞台の床面積の合計が３ ００ 手力メー トルを

超え る興行場等については，区画の開口 部に特定防火設備で令第１ １２ 条第

１３ 項第 ２号に規定するＷ散である もの又はこれと回等勁、上の性能を有する

と認めら れる 設備 を設 けな ければな らな い。

（自 動車車庫等の用途に供する部分の構造）

第２ ８条　次の各号のいずれかに該葹する 鼈築物の一部分を 自動車車庫又は自

動車修ｊミエ場の鴇途に供する場合は， 售該部分の主要構造部を， 令第 １１２
－一一一一

条第 ２項に掲げる一時回準耐火基準に適合する準耐太祖まとしなければなら

ない。

（１ ）・ （２ ）　略

（自 動車 車庫等の用途 に供する 部分 の構 造）

第２ ９条　 自動車車庫又 は自 動車修ミ工葹の万］途 に供する せ染物におい ては，

それ らのｍ途 に供する 部分 とそ の他の部分と の区画は，次の各号に 定め ると

ころ によ らな ければな らな い。

（１ ）　 床八 び壁 は， 準耐火構 造と し， その 回目 部に はノ医第 ２条 第９ 号の

２口 に規定す る防火設備で令第 １　１　２条第１ ８項第１ 号又 は第 ２号に

規定する 構造であ るも のを設け るこ と。

（２ ）　略

（客席部 と舞台部 との 区画）

第４ ７条　 舞台 の床 面積 の合 計が １０ ０平 方メ ート ルを 超え る興行場等は ，客

席部と舞台部 （花道その他これに類する ものを除 く。 八下痛じ。） との境界

に区 画（ 上階 の床 又は屋根 裏ま で迩する 耐恢冐澂の壁 で区 画す ると ともに

その 回口 部に 缶第 ２条 第９ 昜の ２口 に規定す る防火鼈備で令第 １１ ２条 第１

８項 第２ 号に 規定する 構造 であ るも の又 はこ れら と回 等ぶ 上の 防人 ｔ生 能を有
一一一一一－－－

する と懾めら れる 設備 を設 けた もの にｍ る。 次項 にお いて 回し 。） を設 けな

けれ ばな らな い。 ただ し， 次に掲げ る場合は ，こ のｍ りで ない。

（１ ）・ （２ ）　略

２　略

３　 第１ 項の 規定 にかかわ らず ，舞 台の 床ぼ積の 合計 が３ ００ 平方 メー トルを

超え る興行場等については，区画の開口 部に特定防火設備で令第１ １２ 条第
一一－－－一一一一一一一一

１８ 項第 ２号に規定する構造である もの又は これ と回等い、上の性能を有する

と認められる設備を貪けなければな らな い。
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旧
丶

新 備考

（舞台部の假室の 区画避難）

第４ ８条　符合郎においては，舞台と これに接する各室とを，準耐大羝造の壁

スは 法第 ２条 第９ 号の ２ロ に規定す る防火設 備で 令第 １１ ２条 第１ ３項 第１

号若 しく は第 ２号に規定す る構造である もの で［Ｘ画 しな ければな らな い。
－・－－ヽ

２～ ３　略

（映写室）

第４ ９条　 映写室は ，耐火構造の 床若 しく は壁 （木 造の 興行 場等 にあ って は，

準耐火構造の 床若 しく は壁 ）及は法 第２ 粂第 ９号 の２ 口に 規定する 防火 な備

で令第１ １２ 条第 １３ 項第 １号若し くは第２ 号に規定する構造であるも ので

［汞画し なけ れば なら ない。た だし ，令 第１ １２ 条第 ９項 本 丈`の 適只］が ない映

写室 の映写の ため に必、要 な開 口部 で， その 私積 が１ 平方 メー トル以内 であ

り， かつ，不燃材料で造ら れた もの について は， この ｍり でな い。

（圭路が避難翳牡外に ある 興行場等）

第５ ０条　 主路が避難路八夕ｔヽ にあ る興行場等の Ｕ］ 途に供す る部分を特つ建築物

は， 次の各号によ らな ければな らな い。

（１ ）　 耐火建築物又 は法第２ ７条 第１ 項の規定 に適合す る建築物 とし ，か

つ， 他の ＪＴ］途 に供する 部分 とを耐火構造の床若し くは叨し叉は特定防火

鼈備で令第１ １２ 条第 １３ 項第 ２号に規定す る構造で ある もの で［萢画

する こと。

（２ ）・ （３ ）　賂

２　略

（耐火構造等の床等を 貫通する 建築鼈備）

第５ ３条 の２　 この章の規定によ り耐火構造又 は準耐火構造 とし なければなら

ない床ス はぽ （弗 壁を 除く 。け 下回 じ。 ）を 給水 Ｗ， Ｅ電 管そ の他 の管 又は

換気，暖房若 しく は冷房の鼈備の風道が頁返する場合において は， 肖該床又

は壁を令第１ １２ 条第 １４ 項に規定する準耐火構造の防火区舊とみなして，

回項八び 回条 第１ ５項 の規定を 適ｍ する。

（舞台部の各室の ［萢画避難）

第４ ８条　舞七部においては，舞台と これに接する各室 とを，準耐火羝造の墜

又は 法第 ２条 第９ 号の ２ロ に規 定す る防飢数備で 令第 １１ ２条 第１ ８項 第１

号芳 しく は第 ２号 に規定す る構造で ある もの で［汞圃 しな けれ ばな らな い。
ミ～～ヽ・

２～ ３　略

（映写室）

第４ ９条　 映写 室は ，耐火構 造の 床若 しく は壁 （木 造の 興行場等 にあ って は，

準耐大檣造の床若 しく は壁）又 は法第２ 条第 ９号の２ 口に規定する 防火設備

で令第１ １２ 条第 １８ 項第 １号若し くは第２ 号に規定する 構造であ るも ので

区画 しな ければな らな い。 ただ し， 令第 １１ ２条第１ ０項本よの適 ＪＴ］が ない

恢写 室の 映写 のた めに 必要 な開 口鸚で， その 亙積 が１ 平方 メー トル 以内 であ

り， かつ，て燃材料で造られた ものについて は， このｍり でない。

（主県が避難県勁、外にあ る興行場等）一

第５ ０条　 上県が避難県け外にあ る興行場等のｍ途に供する 部分を持つ建築物

は， 次の各号によ らなければな らな い。

（１ ）　 耐火朧築物又 は法第２ ７条 第１ 項の規定 に適合す る瓏築物 とし ，か

っ， 他のｍ途 に供する 鸚分 とを 耐火構造の床若し くは 壁モ スは特定防火

識備 で令第１ １２ 条第 １８ 項第 ２ぞに規定す る構造で ある もの で区画

する こと。

（２ ）・ （３ ）　略

２　略

（耐火構造等の床等を 頁ｌ！す る建築設備）

第５ ３条の２　 この章の規定によ り耐火構造又は準耐火構造 としなければなら

ない床又 は壁 （外壁を 除く 。以下回 し。 ）を 給水 管， 配電管そ の他の管 又は

換気 ，暖房若 しく は冷房の 設備 の風道が 貫通する 場合 にお いて は， 范該床又

は壁 を令第１ １２ 条第 １９ 項に規定する 準耐火構造の防火 ［汞画と みな して，

回項八び同条第２ ０項の規定を適箆する。


